
1

審議会等の会議結果報告  

 

議事の内容    下記のとおり 

 

事務局； おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から平

成２７年度第６回津市農業共済損害評価会を開会いたします。 

開会に先立ちまして、農業共済室長板谷より御挨拶を申し上

げます。 

１ 会議名   平成２７年度第６回津市農業共済損害評価会  

２ 開催日時  平成２８年３月２５日 (金 )午前９時３０分から午前１０時２５分まで 

３ 開催場所  津市美里社会福祉センター ホール 

４  出席した者  

の氏名  

（損害評価会委員） 

宮本政春会長、井上重徳、木下榮雄、伊藤敏一、林雅則、後

藤修一、稲垣嘉治、池村道明、岡田増和、堀健次、佐脇正

敏、稲垣清治、清水英治、樋廻俊和、太田憲昭、増地和久、

駒田勝次、杉谷正美、若林由行、野田喜男、伊藤一夫、服部

勝、森川一正、岡田裕之、小林庄一、小林希久、富田眞司、

天花寺公一、池田昌司、岩高敏一、西川明一、山中啓生、奥

田健次、鈴木庄治、阿保良夫、轟万明、盛岡正則、野田清

太、小瀬古安、印南昌彦、後藤榮、長谷川誠一  

 

（事務局） 

室長  板谷敦郎、担当主幹  日比孝明、担当副主幹  植谷三

保、主査  千原正大、主事補  勝谷彩加  

５ 内容  （１） 平成２７年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）当初評

価高について（諮問） 

（２） 平成２８年度適用家畜引受評価基準並びに平成２８

年度適用廃用家畜の基準単価及び処理経費基準につ

いて（報告） 

（３） 平成２８年産麦共済の引受状況（報告） 

（４） 津市農業共済畑作物共済掛金率の修正について（報

告） 

（５） その他  

６  公開又は非

公開  
公開  

７ 傍聴者の数  ０人  

８ 担当  農林水産部農業共済室  農業共済担当  

電話番号  ０５９－２７９－８２１０ 

E-mail    279-8210@city.tsu.lg.jp 
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板谷室長； 委員の皆さまおはようございます。本日は、公私とも御多忙

の中、損害評価会に、御出席をいただき、ありがとうございま

す。 

 委員の皆さまには日頃より、本市の農業共済事業の推進に格

別の御理解と御協力を賜っておりますこと、この場をお借りし

まして厚くお礼申し上げます。  

 さて、本日は、平成２７年度としては最後の評価会となりま

す。会議の内容は、主に平成２７年産大豆の、全相殺方式の当

初評価高につきまして、皆さまに御審議をお願いするものであ

ります。 

また、家畜共済につきましては、平成２８年度に適用する引

受評価基準、並びに、廃用家畜の基準単価、及び処理経費基準

についての報告をさせていただきたいと思います。  

その後、平成２８年産の麦の引受状況について、報告をさせ

ていただきたいと思います。  

よろしく御審議賜りますよう、お願いいたしまして、簡単で

すが御挨拶とさせていただきます。 

事務局； それでは、会議を開催いたします前に、損害評価会委員に異

動がございました。津（納所）地域で辻信夫様の後任として稲

垣嘉治様が御就任いただきましたので、御報告申し上げます。  

事項書の２枚目に津市農業共済損害評価会委員名簿を添付さ

せていただきました。 

本日の会議の出席者は、５２名中、４２名で過半数を上回っ

ておりますことから、本会議が成立していることを御報告申し

上げます。 

なお、損害評価会の議事内容は議事録を作成し、津市情報公

開条例に基づき津市のホームページにおいて公開いたしますの

で御了承をいただきたいと思います。  

それでは、津市農業共済条例第１６５条第３項の規定により、

これより会議の進行を宮本会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。  
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宮本会長； 皆さま、おはようございます。各委員の皆さまには、本日は

御多忙のなか、お集まりいただきありがとうございます。 

３月も終盤となり、新聞・テレビ等においては、桜の開花宣

言が話題となる季節となり、津地域の桜のつぼみもほころび始

めてきました。 

 さて本日は、平成２７年度最後の損害評価会ということで開

催をさせていただきます。 

主な議事といたしまして、平成２７年産畑作物共済（大豆全

相殺方式）の当初評価高につきまして、市長より諮問を受けま

したので、皆さまに御審議いただくものでございます。 

また、家畜共済の平成２８年度の適用評価額に係る説明と、

平成２８年産麦共済の引受状況などが予定されています。 

本日の会議がスムーズに運びますよう、皆さまの御協力をお

願いしまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。 

それでは、会議を始めます。  

本日の損害評価会の議事録署名人を指名させていただきま

す。 

芸濃地域の駒田勝次様、白山地域の岩高敏一様、御両名の方、

よろしくお願いします。 

宮本会長； つづきまして、事項書の２、議事でございます。  

（１）の平成２７年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）当初

評価高について、津市長より諮問をうけておりますことから、

これについて御審議をいただきたいと思います。  

諮問の内容について、事務局の説明を求めます。  

事務局； 

（千原） 

畑作物共済担当の千原です。資料に基づき説明を行いますの

で、よろしくお願いします。  

前回の第５回損害評価会では、一筆方式の当初評価高の説明

をしましたが、今回は全相殺方式の説明を行います。  

資料 1 ページを御覧ください。 

まず、全相殺方式の概要について説明します。  

全相殺方式への加入条件は、収穫量の概ね全量を JA や検査

が可能な集荷業者に出荷されている方が対象で、過去に 1 か年
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でも出荷実績がある方が対象となります。よって、出荷後の伝

票を確認させていただき、共済金を算出する方式です。  

算定基礎としましては、全耕地の収穫量をみて、増収分と減

収分を相殺します。補償割合は９割で、収量による減収量のみ

対象ですが、規格外となったものは収量として取り扱われませ

ん。 

共済金の算出方法としましては、各農家ごとに単収を設定し

ており、引受面積を乗じて基準収穫量を算定します。その９割

が引受収量となり、単位当たり共済金額を乗じたものが共済金

額となります。 

共済金算出の例はこの表の通りですが、この場合基準収穫量

は３００ｋｇ、よって引受収量は２７０ｋｇとなります。各耕

地の基準収穫量を１００ｋｇ、引受収量を９０ｋｇとしますと、

耕地１は５０ｋｇの収穫で４０ｋｇ減収。耕地２は２５ｋｇの

収穫で６５ｋｇの減収。耕地３は１２０ｋｇの収穫で２０ｋｇ

の増収になりますが、これらを相殺しますと、収穫量は１９５

ｋｇとなり、引受収量２７０ｋｇから１９５ｋｇの差分、７５

ｋｇが共済減収量となります。これに単位当たり共済金額、こ

の場合は１１４円を乗じますと、支払共済金が算出されます。  

次に、２ページを御覧ください。 

平成２７年産から制度改正があり、経営所得安定対策に係る

営農継続支払が当年産の収入に含まれることとなったため、共

済金のイメージが変わりました。主に交付農業者の１ｋｇ当た

りの単位当たり共済金が３２３円を選択された農業者の影響が

大きく、分岐収量を下回る方については、３２３円を選択され

ると分岐収量を下回った収穫量は下のランクの１１４円と同等

に調整されるため、メリットが少なくなります。  

これらを踏まえて、３ページを御覧ください。 

平成２７年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）津市管内の概

況及び評価高について説明します。  

まず、引受について説明します。  

管内の引受につきましては、津、芸濃、安濃、美里、白山、
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一志の６地域において作付けがあり、加入農家数は３９人、一

筆：３人、全相殺：３６人、引受面積は約５８０ｈａです。詳

細は第５回損害評価会資料を御参照ください。品種につきまし

ては、フクユタカ、タマホマレ、美里在来の３品種で、管内の

ほとんどがフクユタカを作付けしています。  

続いて、播種、生育、被害についてですが、播種作業につき

ましては、７月上旬から８月下旬まで行われました。  

７月下旬から８月上旬の長雨の影響により、耕地状況が悪く、

播種作業の遅れが目立ちました。  

地域によっては大雨により、畦間浸水による根腐れが散見さ

れ、発芽などに大きな影響を及ぼしました。その後、８月中旬

から９月上旬頃までは日照不足、時折の大雨や長雨が続き、津

市管内だけでなく、県下全域で生育が悪い状況となりました。  

また、台風１５号の影響により、耕地の冠水の被害が多発し

ました。開花期での被害であったことから、莢の実入りの状況

が心配されました。実際、大粒の規格は多かったものの、一部

の地域によっては、実入りが少ない莢（生育不良）が多く見ら

れました。 

昨年大量発生したミナミアオカメムシの被害による虫害粒は

少なかったように思われます。  

中山間部においては、鹿・猪よる獣害が多発。地域によって

は発芽後、または生育初期の食害により、皆無となった耕地も

ありました。 

収穫作業についてですが、作業は１１月中旬から行われ、１

２月上旬に本格化し、年内にほぼ収穫しました。また、実入り

はあるものの、背丈が低いことから収穫ができない耕地が多く

見受けられました。 

 損害評価についてですが、今回は加入農家ごとの収穫量を基

に評価する全相殺方式の評価高となります。 

被害の主な要因としましては、全域で長雨による土壌湿潤害、

平野部では台風の影響による風水害、中山間部では獣害となっ

ています。 
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また、一部の耕地については、排水管理や獣害対策において、

肥培管理不足による分割評価がありました。 

去る２月２４日に、津安芸農協と三重中央農協へ、農家ごと

の出荷数量調査と生産状況の聞き取り及び伝票調査を、三重県

農業共済組合連合会と実施しました。  

農業災害補償法畑作物共済損害評価要綱に基づき、共済減収

量及び共済金算定の基礎となる、１）共済金支払対象者ごと 

２）引受面積 ３）発芽不能等の耕地の収量 ４）分割減収量 

５）共済減収量 ６）共済金支払見込額  

に係る資料を作成し、評価会にて諮問することとなっていま

す。 

その結果、引受農家数３６人に対し、共済金支払対象者は  ２

１人、引受収量  ４８２，４６８ｋｇに対し、共済減収量は  ５

７，４５９ｋｇとなります。 

共済金支払額は９，７０４，９７２円を見込んでいます。 

被害率につきましては、８．８％となる見込みです。  

本評価会で承認後の、三重県農業共済組合連合会での評価会、

農林水産省の認可、経営所得安定対策制度において、金額修正

等が生じた場合、共済金は変更となりますので、見込みとして

表記しているところです。  

被害申告面積の内訳としましては、次の通りです。土壌湿潤

害での被害申告が多く、特に播種期の長雨での影響が大きく出

ている模様です。 

５ページを御覧ください。引受内訳としましては、引受農家

数は３６人、引受面積約５６０ha、などとなっており、農家の

方に共済掛金として３，８２６，８８６円負担していただきま

した。 

損害評価の状況としましては、現地評価としまして、８月２

６日に台風による耕地状況の調査、９月下旬に作柄状況、発芽

不能の確認、１１月中旬から下旬に損害評価員による被害状況

調査を行いました。 

また、連合会の調査が２回にわたって行われ、最後に２月２
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４日に津安芸農協、三重中央農協の協力のもとで出荷数量調査

を行いました。出荷状況については、３品種別による出荷状況

のとおりです。 

これらをもとに諮問事項をまとめたものが A３、２枚組の紙、

平成２７年産畑作物共済大豆全相殺方式損害評価高取りまとめ

の通りとなります。個人情報保護の観点から加入農家名は伏せ

てあります。諮問１、共済金支払対象者は●印のある方となり

ます。津安芸農協管内で９名、三重中央農協管内で１２名計２

１名が共済金支払対象となります。諮問２引受面積としまして

は、５５，９９０．１ａとなります。引受内容はすでに説明し

ましたので割愛させていただきます。 

つづいて、損害評価によるとりまとめ結果につきましては、

規格外を除く出荷量は４４４，１２９ｋｇ、諮問３発芽不能の

耕地の収量としましては、県連合会に認定を受けた耕地が対象

で、６，２２５ｋｇとなりました。続いて事前鋤きこみの認定

がなされた転作等耕地の数量は７９ｋｇで、こちらは簡易実測

調査を行った数量です。また、自家保有の数量は９，７１０ｋ

ｇで、こちらは農業者からの申告によるものです。こちらをも

とに計算したのが当年産の収穫量で、４６０，１４３ｋｇです。

基準収穫量からの減収量は６８，２７３ｋｇとなります。なお、

減収量が０以下となった場合すべて０として取り扱われますの

で注意してください。その関係上⑤の引受収量から収穫量を引

いても当該数値に一致しないのでご注意ください。  

諮問４ 分割減収量につきましては、６ページを御覧くださ

い。 

分割項目の別では、分割評価の状況を示しています。  

排水の項目が多く、続いて除草、獣害対策といった状況です。 

この収量欄にある３，４７５ｋｇが分割減収量で、諮問４と

なります。 

その分割減収量を除いた減収量が、諮問５の分割後共済減収

量となります。 

そこで、共済金の高い金額３２３円を選択している農家 S、



8

農家 Z は共済金支払対象となるので、収穫量の調整が行われま

す。農家 AE は共済金支払対象とならないため、数字上調整は

行われますが、影響ありません。  

その調整の結果、諮問 6 の共済減収量となり、こちらが最終

の数字となります。この数字に各農業者の選択した単位当たり

共済金額を乗じた数字が諮問７の共済金支払見込額９，７０４，

９７２円となります。 

今後の流れとしましては、三重県農業共済組合連合会及び国

の審査を経て、最終的に農業者に共済金が支払われるのが 5 月

中旬以降になる予定です。つきましては、全農業者に対し結果

通知を送付し、損害評価の結果を通知します。 

なお、県連合会、国での認定段階において、金額の修正があ

る場合があり、そういった場合は次回の損害評価会で御報告し

ますので、よろしくお願いします。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議お願いします。 

宮本会長； 平成２７年産畑作物共済（大豆：全相殺方式）当初評価高に

ついての内容は、事務局の説明のとおりです。  

このことについて、何か御意見・御質問などありましたらど

うぞ。 

宮本会長； 御意見、御質問がないようですので平成２７年産畑作物共済

（大豆：全相殺方式）当初評価高に対する答申は、諮問内容ど

おりとすることについて、御賛成の委員の皆さまの挙手を求め

ます。 

委員 挙手 

宮本会長； 挙手多数と認めます。よって、平成２７年産畑作物共済（大

豆：全相殺方式）当初評価高に対する答申は、諮問のとおりと

させていただきます。ありがとうございました。  

つづきまして、（２）の平成２８年度適用家畜引受評価基準

並びに平成２８年度適用廃用家畜の基準単価及び処理経費基準

について、事務局より報告を求めます。  

事務局； 

(千原) 

 家畜共済担当の千原です。資料に基づきまして、説明します。 

 ７ページを御覧ください。 
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平成２８年度適用の家畜引受評価基準についてですが、まず

家畜引受評価基準とは、家畜共済の引受時、すなわち継続農家

であれば年 1 回の引受切り替え時、新規農家であれば新規加入

時において、共済が家畜１頭あたりの牛の価値を評価する評価

額のことで、毎年、市場取引価格を三重県農業共済組合連合会

が調査し、過去１年間の平均取引価格を基に月齢ごとに評価基

準を定め、その基準を基に組合が評価基準を決めることになっ

ています。 

 設定の方法としましては、牛の種類ごとに市場の価格を調査

し、調査した価格を線で結んで各月齢ごとに評価額を決めます。 

 例えば、乳牛の雌に関しましては、生まれた子牛の価格、初

妊牛の価格、初産牛の価格、役目を終えて廃用となる時の価格

を調べてその間を線で結んで価格を決定しています。 

９ページの参考資料１を御覧ください。乳牛のホルスタイン

種及びジャージー種のイメージ図です。このようなイメージで

評価基準を設定しています。１０ページの肥育用成牛、１１ペ

ージのその他肉用成牛も同様ですので、参考までに御覧くださ

い。 

８ページに戻ります。 

家畜共済の共済金額はこれを積み上げて計算し、農家が３割

から８割までで選択した付保割合を掛けたもので、これに前回

御審議いただきました掛金率をかけたものが共済掛金、そこか

ら国庫負担額を引いたものが加入農家に御負担いただく農家負

担掛金となりますので、この評価基準は引受の基礎となるもの

です。 

 本市におきましては、平成２７年度と同じように、平成２８

年度も連合会の基準額に準じた額とします。 

基準額について、１２ページ、１３ページの乳牛は平成２６

年度から、ホルスタイン種とジャージー種に評価基準額を分け

ており、平成２８年度も同様に設定することとします。 

１４ページの肥育用成牛については、黒毛和種、交雑種、ホ

ルスタイン種の３つにわけて基準を設定します。肥育用成牛の



10

標準額は前年度より若干増加しました。 

また、その他の肉用牛等についても１５ページの黒毛和種と、

１６ページの主に乳用牛から肉用牛を出生させる交雑種に評価

基準を分けることとします。 

 なお、１７ページの豚については、種豚・雄、種豚・雌、肉

豚の区分ごとに評価額を資料で示された金額の範囲で引受農家

が共済価格を決定するものです。 

 次に１８ページの平成２８年度適用廃用家畜の基準単価及び

処理経費基準についてですが、病気や怪我等でやむなく処分す

る牛の廃用事故について共済金を算出するにあたり、廃用家畜

の残存する基準単価と処理に要する経費です。 

 廃用家畜の基準単価については、乳牛の雌と乳牛の雌以外で

種雄牛以外の牛の区分ごとに同様に連合会の基準に合わせた単

価としようとするものです。  

Ｃ１、Ｃ２規格とは、日本食肉格付け協会のランクでＡから

Ｃ、１から５のランクがあり、Ａが最も高く、１が最も低く設

定されています。１ｋｇあたりの価格については連合会から通

知された額です。 

 牛の処理経費の基準については、廃用家畜を解体する場合に

必要な経費のことで、牛１頭あたりの、屠場手数料、すなわち

廃用牛を屠畜する際に屠場に支払う手数料等を、１４，０００

円、運搬費を８，６００円とし、合計で１頭あたり２２，６０

０円とします。これは、死廃事故発生時に当該費用を差し引い

た額で共済金を支出します。これら処理費については連合会か

ら通知された額です。 

 以上をもちまして、（２）平成２７年度適用家畜引受評価基準

並びに平成２８年度適用廃用家畜の基準単価及び処理経費基準

についての報告をさせていただきましたので、よろしくお願い

します。 

宮本会長； 平成２８年度適用家畜引受評価基準並びに平成２８年度適用

廃用家畜の基準単価及び処理経費基準について、ただいま事務

局より報告がありました。  
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このことについて、何か御意見・御質問などありましたらど

うぞ。 

宮本会長； 何かありませんか。私が質問するのもおかしいですけど、２

８年度の６７２円というのはｋｇ当たりの単価ですか。  

事務局； その通りです。 

後藤委員； ８ページの付保割合というのは、保険の加入する割合ですか。 

事務局； 家畜共済については、基本的に年度当初に評価額を出して３

０％から８０％までで補償金額の上限を農家の方に決めてもら

います。死廃事故の時は、その牛の評価額にそのときの付保割

合をかけて共済金が算出されます。あまり低く設定しますと、

牛が死んだとき十分な補償が受けれないし、あまり高く設定し

ますと掛金が高くなります。そのへんを考えて３０％から８

０％で農家の方に選択していただいてます。  

他にも病傷事故がありまして、点数の上限が割り当てられま

すが、付保割合のどれを選んでいただくかで上限が変わってき

ます。保険の補償割合と考えていただいたらなと思います。  

駒田委員； 言葉が多すぎて、説明してもらっている事を理解しようと思

うと、数字を例にしていただくと理解できるんですけど、言葉

が多すぎて理解できません。 

宮本会長； 言葉が多すぎて理解しにくいので、数字を入れて例にしてい

ただくと分かりよいかという御意見です。 

事務局； 申し訳ありません。 

今後はもう少し具体的な例を入れて説明をさせていただくよ

うにします。 

宮本会長； 他にありませんか。ないようですので、つづきまして、（３）

の平成２８年産麦共済の引受状況について、事務局より報告を

求めます。 

事務局； 

（日比） 

 麦共済を担当しています日比です。平成２８年産麦共済の引

受状況について御説明させていただきます。 

 資料の１９ページを御覧ください。 

 引受地域としましては、津、芸濃、安濃、美里、白山、一志、
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久居の７地域となります。 

 地域別、引受方式別に表記しました。この麦共済においては、

品質・ランクも補償対象となります災害収入共済方式が引受け

の大半を占めているところです。 

 昨年の実績を下段に記載しました。右の合計欄を御覧くださ

い。昨年と比較しますと、引受農家数が増加し、面積が昨年に

比べ、約９０８ｈａ、９０８町から約９３４ｈａ、９３４町と

なり、２６ｈａ、２６町の約３％増加しています。面積の増加

原因としましては、農業施策の水田活用が影響しているのでは

と思われます。 

 管内の作付品種としては、小麦がニシノカオリ、さとのそら、

あやひかり、大麦はかしま麦となっています。白山地域の作付

品種が、平成２７年産ではニシノカオリでしたが、平成２８年

産からあやひかりへ変更となっています。単位当たり共済金額、

農協別の作付品種などを下段の参考２に記載しましたので、御

参照いただければと思います。 

 ３月上旬から管内の麦作柄状況を見回ったところ、作柄はか

なり良い状態かと思われます。ただ、中山間部では、獣害が散

見されます。防護柵もかなり設置していただいている状況です

が、少なからず被害がでているところです。共済としては、昨

年と同様に作柄良好を期待しているところです。 

以上が説明となります。  

宮本会長； 平成２８年産麦共済の引受状況について、ただいま事務局よ

り報告がありました。 

このことについて、何か御意見・御質問などありましたらど

うぞ。 

宮本会長； 御意見、御質問がないようですので、つづきまして、（４）

の津市農業共済畑作物共済掛金率の修正について、事務局より

報告を求めます。 

事務所； 

（千原） 

畑作物共済の危険段階別共済掛金率について２０ページを御

覧ください。前回の第 5 回損害評価会にて答申していただきま

したが、三重県農業共済組合連合会との協議の中で、一筆方式、
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半相殺方式、全相殺方式全ての引受方式の中で危険段階 3 の端

数処理の指摘があり、この表のとおり修正させていただきまし

たので御報告申し上げます。 

なお、前回委員から危険段階 3 は基準と同一になるのではと

の御意見を頂戴しましたが、今回の修正では奇しくも同一の数

字となりました。 

しかし、基本的危険段階別共済掛金率については、積算のも

ととなる農家の危険区分に偏りがございます。今回は偶然にも

同一となったということで御理解いただきますよう、よろしく

お願いします。 

宮本会長； 津市農業共済畑作物共済掛金率の修正について、ただいま事

務局より報告がありました。  

このことについて、何か御意見・御質問などありましたらど

うぞ。 

西口委員； 説明が簡略すぎてわからないんですが、修正の危険段階区分

というのは前からあったものなんですか。 

事務局； 前回評価会で諮問させていただいた内容です。  

西口委員； 前回欠席してたからですね。前回説明していただいてたら結

構です。 

宮本会長； 他にありませんか。御意見、御質問がないようですので、  

それでは次に、事項書の３その他について事務局よりお願い

します。 

事務局； 

（植谷） 

次回の損害評価会開催について連絡いたします。  

次回は、平成２８年度第１回といたしまして、５月１９日に

開催する予定でございます。  

日時、場所につきましては、改めて４月下旬頃に御通知させ

ていただきますので、よろしくお願いします。  

宮本会長； 委員の皆さま何か御意見・御質問はございませんか。  

御意見・御質問もないようですので、これにて会議を閉じさ

せていただきます。 

長時間の御協議、ありがとうございました。  
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事務局； 委員の皆さま、本日は、どうもありがとうございました。 

どうぞお気をつけて、お帰り下さい。  

 


